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なかまなかま
市議会だより

23

4
〜
6

7
〜
8

行財政改革調査特別委員会において、「唐津市民病院きたはた」と「新武雄病院」を視察しました。

（上）唐津市民病院きたはた：平成29年度にあっては自治体立優良病院会長表彰を、
　　平成30年度にあっては自治体立優良病院総務大臣賞を受賞している。

（下）新武雄病院：武雄市民病院から民間移譲後、新武雄病院として新病院を建設しており、
　　屋上にはヘリポートもあり、救急医療や地域に密着した医療が行われている。

「唐津市民病院きたはた」正面にて

「新武雄病院」屋上ヘリポートにて



議 会 日 誌
	 ５.８	 世界赤十字デー	ボランティアDAY2019
５.1	５.13〜14	 行財政改革調査特別委員会行政視察（佐賀県唐津市・佐賀県武雄市）
	 ５.21	 福岡県北部市議会議長・副議長会（豊前市）
	 ５.24	 福岡県市議会議長会（久留米市）
	 ５.25	 遠賀川中間堰完成式典
	 ５.27	 行財政改革調査特別委員会
	 ５.30	 九州市議会議長会定期総会（福岡市博多区）

	 ６.４	〜	５	 全国自治体病院経営都市議会協議会（東京都千代田区）
	 ６.11〜12	 全国市議会議長会定期総会／市議会議員共済会代議員会（東京都千代田区）
	 ６.14	 代表者会議／議会運営委員会
	 ６.18	 本会議
	 ６.20	 本会議
	 ６.24	 総合政策委員会／市民厚生委員会
	 ６.25	 産業消防委員会
	 ６.26	 総合政策委員会／市民厚生委員会／産業消防委員会
	 	 折尾防犯協会連合会総会
	 ６.28	 本会議／議会運営委員会／行財政改革調査特別委員会

	 ７.	１	 京都府亀岡市議会行政視察来市
	 ７.11	 北九州都市圏域市町議会議長懇談会（北九州市）
	 	 東京都府中市行政視察来市
	 ７.22	 行財政改革調査特別委員会
	 ７.23	 遠賀川下流流域下水道促進協議会定例会
	 	 青森県八戸市行政視察来市
	 ７.30	 議会運営委員会／編集委員会
	 	 福岡県市議会議長会議員研修会（福岡市中央区）

2019
5月

2019
6月

2019
7月

　
　
　
　
　
委
員
長
　
植
本
　
種
實

（
令
和
元
年
５
月
13
日
〜
14
日
）

《
佐
賀
県
唐
津
市
》

市
民
病
院
き
た
は
た
の
健
全
経
営
に
つ
い
て

高
齢
化
率
が
高
い
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
一

般
病
床
か
ら
療
養
病
床
に
転
換
し
、
総
合
保
健
セ

ン
タ
ー
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
包
括
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
体
制
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
ハ
ブ

型
病
院
と
し
て
、
住
民
・
行
政
・
福
祉
・
介
護
・

医
療
を
繋
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
き
た
は
た
Ｆ
ａ
ｃ

ｅ 

ｔ
ｏ 

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
」
を
立
ち
上
げ
、
顔
の
見
え

る
関
係
の
構
築
を
図
る
と
と
も
に
、
個
々
が
持
つ

課
題
や
情
報
を
共
有
し
連
携
す
る
こ
と
で
的
確
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
繋
げ
て
い
る
。
往
診
や
訪
問

看
護
が
充
実
し
て
お
り
、
住
民
が
安
心
し
て
生
活

が
で
き
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
し

た
。

《
佐
賀
県
武
雄
市
》

市
民
病
院
の
民
間
移
譲
に
つ
い
て

病
院
の
立
地
的
問
題
や
、
医
師
の
不
足
に
よ
る

患
者
減
少
の
た
め
、
累
積
欠
損
金
が
10
億
円
と
な

る
中
、
平
成
22
年
2
月
に
全
国
初
の
公
立
病
院
の

民
間
移
譲
を
行
っ
た
。
民
間
移
譲
か
ら
９
年
が
経

過
し
た
現
在
、
武
雄
市
民
病
院
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
に

掲
げ
ら
れ
て
い
た
救
急
医
療
の
実
施
、
地
域
医
療

と
の
連
携
、
医
師
・
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
、
安

定
し
た
経
営
体
系
、
良
好
な
医
療
環
境
な
ど
の
問

題
は
解
決
さ
れ
て
お
り
、
入
院
患
者
数
は
３
・
２

倍
、
患
者
数
は
４
・
２
倍
、
救
急
受
入
数
は
12
倍
、

手
術
件
数
は
７
・
６
倍
の
増
加
と
な
り
、
年
間
６

億
円
の
黒
字
を
計
上
し
、
安
定
し
た
経
営
が
な
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

■ 

行
財
政
改
革
調
査
特
別
委
員
会

委員会行政視察報告
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市　長　提　出　議　案

議案番号 件　　名 議決結果

同意案第１号 教育委員会委員の任命について（太田かおり） 同　　意

承認第１号 専決処分を報告し、承認を求めることについて
（令和元年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）） 承　　認

承認第２号 専決処分を報告し、承認を求めることについて
（令和元年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第１号）） 承　　認

承認第３号 専決処分を報告し、承認を求めることについて
（中間市市税条例等の一部を改正する条例） 承　　認

承認第４号 専決処分を報告し、承認を求めることについて
（中間市都市計画税条例の一部を改正する条例） 承　　認

第24号議案 令和元年度中間市一般会計補正予算（第１号） 原案可決

第25号議案 中間市市税条例の一部を改正する条例 原案可決

第26号議案 中間市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例 原案可決

第27号議案 中間市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

第28号議案 中間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 原案可決

第29号議案 中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例 原案可決

第30号議案 中間市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決

第31号議案 中間市火災予防条例の一部を改正する条例 原案可決

第32号議案 中間市水道事業給水条例の一部を改正する条例 原案可決

第33号議案 消防ポンプ自動車の購入について 原案可決

第34号議案 中間市道路線の認定について 原案可決

第35号議案 和解することについて 原案可決

第36号議案 和解することについて 原案可決

議　員　提　出　議　案

議案番号 件　　名 議決結果

意見書案第５号 陸上イージスの配備中止を求める意見書 原案可決

意見書案第８号 「労働者協同組合法案」の早期制定を求める意見書 原案可決

６月定例会で議決された議案
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6月定例会「 一 般 質 問 」
学
校
給
食
の
完
全
無
償
化

に
つ
い
て 

　

	　

市
長
は
、
公
約
と
し

て
、
小
中
学
校
給
食
費

の
完
全
無
償
化
を
う
た

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

実
施
す
る
た
め
に
今
後
、

任
期
の
２
年
間
の
予
算

で
、
ど
の
よ
う
に
さ
れ

る
の
か
、
伺
い
ま
す
。

市 

長　

市
の
財
政
状
況
は

か
つ
て
な
い
厳
し
い
状

況
に
直
面
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
学
校
給
食
費

の
無
償
化
、
こ
れ
を
実

施
す
る
た
め
の
財
源
を

確
保
し
て
い
く
こ
と
は
、

非
常
に
困
難
な
状
況
で

す
が
、
少
し
で
も
事
業

実
施
に
向
け
た
可
能
性

が
な
い
か
、
関
係
者
の

お
力
を
お
借
り
し
な
が

ら
、
引
き
続
き
検
討
し

て
参
り
ま
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
開
始
と
、
そ
の
こ
と
に

よ
る
影
響
に
つ
い
て

　

	　

現
在
時
点
で
の
中
間

市
の
非
正
規
職
員
の
割

合
と
い
う
の
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

総 

務
課
長　

本
年
４
月
１

日
現
在
、
本
市
の
非
正

規
職
員
は
、
２
２
２
名
、

率
に
し
て
32
・
５
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

議 

員　

会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
に
よ
り
、
非
正

規
職
員
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
か
。

総 

務
部
長　

服
務
規
律
等

に
つ
い
て
も
正
規
職
員

に
準
ず
る
よ
う
変
更
さ

れ
る
な
ど
、
統
一
し
た

非
正
規
職
員
の
任
用
、

勤
務
条
件
等
の
適
切
な

運
用
を
図
る
改
正
で
す
。

議 

員　

非
常
勤
職
員
に
対

し
、
通
勤
手
当
は
引
き

続
き
支
給
さ
れ
ま
す
か
。

総 

務
部
長　

制
度
の
改
正

に
よ
っ
て
も
、
継
続
し

て
、
支
給
し
て
参
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議 

員　

採
用
を
常
に
競
争

試
験
の
み
に
頼
る
よ
う

で
は
、
会
計
年
度
任
用

職
員
は
失
職
の
不
安
が

生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
ど
の
よ
う
な
運

用
を
考
え
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

総 

務
部
長　

公
募
に
よ
る

選
考
方
式
を
考
え
て
い

ま
す
。

議 
員　

中
間
市
に
は
人
事

委
員
会
規
則
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

総 

務
部
長　

非
正
規
職
員

に
係
る
規
則
は
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
も
、

本
年
中
に
条
例
制
定
を

行
う
予
定
で
す
。

議 

員　

制
度
設
計
に
際
し

て
、
国
か
ら
の
財
政
措

置
は
あ
り
ま
す
か
。

総 

務
部
長　

地
方
交
付
税

と
し
て
措
置
さ
れ
る
と

聞
い
て
い
ま
す
。

介
護
者
や
要
介
護
者
に
対

す
る
助
成
金
支
給
事
業
に

つ
い
て

　

	　

低
所
得
の
高
齢
者
が

少
し
で
も
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
、
要
介
護

高
齢
者
を
介
護
す
る
介

護
者
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
し
、
在
宅
要
介
護

高
齢
者
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
在
宅
介
護
者
支
援

事
業
で
あ
る
家
族
介
護

慰
労
金
の
支
給
が
多
く

の
自
治
体
で
実
施
さ
れ

て
お
り
、
県
内
で
も
10

自
治
体
が
実
施
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
市
で

も
実
施
し
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

市 

長　

介
護
保
険
制
度
の

適
正
利
用
を
普
及
啓
発

す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
の
で
、
介

護
慰
労
金
の
対
象
と
な

ら
れ
る
世
帯
に
つ
い
て

は
、
介
護
保
険
制
度
を

利
用
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
家
族
や
要
介
護

者
に
理
解
を
求
め
て
参

り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
家
族
介
護

慰
労
金
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
対
象
世
帯
の
実

態
把
握
に
努
め
る
と
と

も
に
、
介
護
慰
労
金
制

度
の
導
入
自
治
体
で
の

支
給
要
件
及
び
実
施
状

況
を
調
査
し
、
検
討
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

介
護
休
業
制
度
に
つ
い
て

　

	　

介
護
・
看
護
を
理
由

に
離
職
し
た
人
の
総
数

は
、
１
年
間
で
10
万
人

に
な
っ
て
お
り
、
家
族

の
介
護
を
理
由
に
、
介

護
離
職
が
深
刻
に
な
っ

て
い
ま
す
。
介
護
者
が

仕
事
と
の
両
立
を
図
る

た
め
の
介
護
休
業
制
度

等
に
つ
い
て
、
本
市
で

は
ど
の
よ
う
な
取
組
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

介 

護
保
険
課
長	

介
護
休

業
制
度
の
取
組
に
つ
い

て
は
、
介
護
保
険
事
業

所
に
対
し
、
福
岡
県
及

び
福
岡
労
働
局
と
合
同

で
実
施
し
て
い
る
集
団

指
導
や
、
本
市
が
実
施

す
る
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
な
ど
を
対

象
と
し
た
研
修
会
に
お

い
て
、
介
護
休
業
制
度

の
趣
旨
の
周
知
を
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職

員
が
、
家
族
介
護
な
ど

の
相
談
に
お
い
て
、
介

護
休
業
制
度
の
啓
発
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

議 

員　

相
談
支
援
業
務
の

際
な
ど
、
介
護
休
業
制

度
を
周
知
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
配
布
や
情
報

提
供
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
す
か
。

介 

護
保
険
課
長	

今
後
は

介
護
保
険
課
窓
口
で
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
置
し
、

普
及
啓
発
を
行
う
と
と

も
に
、
市
内
の
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

な
ど
を
対
象
と
し
た
研

修
会
で
も
重
ね
て
介
護

休
業
制
度
の
啓
発
活
動

を
実
施
し
て
参
り
ま
す
。

田
口
澄
雄
議
員

（
日
本
共
産
党
）

田
中
多
輝
子
議
員

（
日
本
共
産
党
）

世界遺産登録記念給食
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6月定例会「 一 般 質 問 」
本
市
に
お
け
る
防
犯
対
策

に
つ
い
て 

　

	　

市
長
が
公
約
の
一

つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る

警
察
署
誘
致
に
つ
い
て
、

現
在
の
状
況
と
課
題
、

ま
た
、
今
後
の
見
通
し

を
伺
い
ま
す
。

市 

長　

平
成
29
年
に
、
折

尾
警
察
署
長
宛
て
に
警

察
署
設
置
に
関
す
る

要
望
書
を
提
出
し
て
い

ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ

本
市
の
期
待
す
る
回
答

は
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
後
も
引
き
続
き
強
く

要
望
を
行
っ
て
参
り
ま

す
。

議 

員　

青
パ
ト
の
巡
回
が
、

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
に

移
管
さ
れ
ま
し
た
が
、

変
更
点
や
問
題
点
、
課

題
は
あ
り
ま
す
か
。

総 

務
部
長　

活
動
時
間
が

増
え
、
犯
罪
の
抑
制
や

地
域
の
安
心
感
を
高
め

る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い

ま
す
。
課
題
と
し
て
は
、

パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
者
の

増
員
を
図
る
こ
と
で
す
。

議 

員　

Ｉ
Ｃ
タ
グ
を
利
用

し
た
防
犯
シ
ス
テ
ム

「
ツ
イ
タ
も
ん
」
の
加

入
状
況
を
伺
い
ま
す
。

教 

育
施
設
課
長　

全
児
童

数
１
８
８
６
人
に
対
し
、

27
・
６
％
の
５
２
１
人

が
保
有
し
て
い
ま
す
。

議 

員　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設

置
状
況
と
、
効
果
や
検

証
を
ど
の
よ
う
に
し
て

い
ま
す
か
。

総 

務
部
長　

平
成
23
年
度

か
ら
駅
前
駐
輪
場
な

ど
に
、
防
犯
カ
メ
ラ
25

台
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

過
去
５
年
間
の
折
尾
警

察
署
か
ら
の
照
会
件
数

は
、
年
間
平
均
５
件
と

少
な
く
、
防
犯
カ
メ
ラ

に
よ
る
犯
罪
抑
止
の
効

果
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

議 

員　

現
在
、
学
校
に
は

何
台
の
防
犯
カ
メ
ラ
を

設
置
し
て
い
ま
す
か
。

ま
た
、
防
犯
カ
メ
ラ
支

援
自
動
販
売
機
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
す
か
。

教 

育
長　

防
犯
カ
メ
ラ
は
、

10
校
合
計
で
48
台
設
置

し
て
い
ま
す
。

　
	　

防
犯
対
策
自
販
機
は
、

飲
料
自
販
機
を
１
台
設

置
す
る
ご
と
に
、
防
犯

カ
メ
ラ
１
台
を
無
償
で

設
置
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
、
こ
れ
を
利

用
し
て
、
各
小
学
校
の

体
育
館
付
近
に
飲
料
自

販
機
を
設
置
し
、
学
校

周
辺
の
街
路
灯
な
ど
に

防
犯
カ
メ
ラ
の
取
付
け

を
進
め
て
い
ま
す
。
防

犯
対
策
自
販
機
、
防
犯

カ
メ
ラ
の
設
置
が
、
児

童
や
市
民
、
施
設
利
用

者
の
安
全
確
保
に
繋
が

る
も
の
と
考
え
ま
す
。

堀
田
克
也
議
員

（
明
政
ク
ラ
ブ
）

高
齢
者
等
の
ご
み
出
し
の

支
援
に
つ
い
て

　

	　

足
腰
の
弱
い
高
齢
者

な
ど
に
と
っ
て
、
ご
み

出
し
の
作
業
は
一
苦
労

で
あ
り
、
軒
先
収
集
に

戻
し
て
も
ら
い
た
い
と

の
要
望
を
受
け
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
軒

先
収
集
に
戻
す
こ
と
は

可
能
か
、
伺
い
ま
す
。

環 

境
上
下
水
道
部
長	

収

集
時
間
の
遅
れ
や
コ
ス

ト
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、

困
難
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

議 

員		

ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
の
増
加
は
必
至

で
あ
り
、
今
後
、
ご
み

出
し
支
援
の
ニ
ー
ズ
は

増
大
す
る
と
予
想
さ
れ

ま
す
。
市
と
し
て
ど
の

よ
う
な
対
策
を
考
え
て

い
る
の
か
、
伺
い
ま
す
。

環 

境
上
下
水
道
部
長　

環

境
省
が
今
年
度
中
に
高

齢
化
社
会
に
対
応
し
た

廃
棄
物
の
制
度
設
計
に

向
け
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
作
成
す
る
予
定
で
あ

り
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
方
向
性
を
注
視
す

る
と
と
も
に
、
先
進
自

治
体
の
事
例
を
参
考
に
、

広
域
事
務
組
合
と
連
携

し
な
が
ら
、
さ
ら
に
は

中
間
市
の
厳
し
い
財
政

状
況
を
踏
ま
え
、
対
応

策
に
つ
い
て
検
討
を
重

ね
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

結
婚
新
生
活
支
援
事
業
の

導
入
に
つ
い
て

　

	　

人
口
政
策
と
し
て
、

結
婚
新
生
活
支
援
事
業

を
取
り
入
れ
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

保 

健
福
祉
部
長	

平
成
26

年
度
か
ら
、
結
婚
支
援

事
業
と
し
て
、
福
岡
結

婚
予
備
校
を
実
施
し
て

い
ま
す
が
、
結
婚
新
生

活
支
援
事
業
に
つ
い
て

も
、
ど
の
く
ら
い
の
効

果
が
見
込
め
る
の
か
、

ま
た
、
他
市
町
村
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
検
討

し
て
参
り
ま
す
。

議 

員	

人
口
政
策
と
し
て

の
結
婚
新
生
活
支
援
事

業
に
つ
い
て
、
市
長
の

見
解
を
伺
い
ま
す
。

市 

長		

検
証
を
踏
ま
え
て
、

本
市
に
お
い
て
、
有
効

的
だ
と
思
わ
れ
る
事
業

に
つ
い
て
は
、
前
向
き

に
検
討
し
て
参
り
ま
す
。

Ｒ
Ｐ
Ａ
を
活
用
し
た
自
治

体
業
務
の
効
率
化
に
つ
い
て

　

	　

本
市
の
行
政
改
革
の

大
き
な
力
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
Ｒ
Ｐ
Ａ
の

活
用
に
つ
い
て
の
所
見

を
伺
い
ま
す
。

市 

長　

行
政
の
効
率
化
を

図
る
観
点
か
ら
も
、
試

行
的
に
導
入
す
る
自
治

体
が
増
え
て
き
て
お
り
、

Ｒ
Ｐ
Ａ
は
中
間
市
行
政

経
営
プ
ラ
ン
に
掲
げ
ら

れ
た
取
組
項
目
の
推
進

に
寄
与
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
強
い
関
心
を

持
っ
て
い
ま
す
。

市 

長
公
室
長　

行
政
運
営

の
効
率
化
を
進
め
る
手

法
の
一
つ
と
し
て
、
Ｒ

Ｐ
Ａ
の
導
入
効
果
を
調

査
研
究
し
て
参
り
ま
す
。

掛
田
る
み
子
議
員

（
公
明
党
）

貸与している青パト
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地
域
公
共
交
通
の
取
組
に

つ
い
て 

　

	　

路
線
固
定
乗
り
合
い

タ
ク
シ
ー
と
デ
マ
ン
ド

型
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー

の
状
況
を
伺
い
ま
す
。

都 

市
計
画
課
長　

南
校
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

固
定
路
線
乗
り
合
い
タ

ク
シ
ー
事
業
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
平
成
30
年

10
月
か
ら
平
成
31
年
３

月
ま
で
の
６
カ
月
の
利

用
者
数
は
１
３
７
６
人
、

運
行
収
入
は
26
万
１
３

０
０
円
、
運
行
経
費
は

１
３
５
万
８
９
２
０
円

で
あ
り
、
市
の
補
填
額

は
１
０
９
万
７
６
２
０

円
で
す
。
ま
た
、
底

井
野
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
の
デ
マ
ン
ド
型

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
事

業
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

同
期
間
の
利
用
者
数
は

６
０
３
人
、
運
行
収
入

は
10
万
５
８
０
０
円
、

運
行
経
費
は
48
万
８
５

３
０
円
で
あ
り
、
市
の

補
填
額
は
38
万
２
７
３

０
円
で
す
。
な
お
、
市

の
補
填
額
の
概
ね
２
分

の
１
は
、
国
の
補
助
金

が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

議 

員　

今
は
２
校
区
、

交
通
空
白
地
、
不
便
地

を
優
先
し
て
お
り
、
残

り
の
４
校
区
を
ど
う
す

る
か
と
い
う
問
題
が
発

生
す
る
と
思
い
ま
す
が
、

ど
こ
で
検
討
を
し
、
決

断
す
る
の
で
す
か
。

建 

設
産
業
部
長	

導
入
に

つ
い
て
は
、
地
域
公
共

交
通
会
議
に
お
い
て
運

行
デ
ー
タ
の
分
析
を
行

い
、
委
員
の
ご
意
見
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
方

針
が
示
さ
れ
る
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

方
針
や
、
本
市
の
財
政

状
況
並
び
に
補
助
金
の

関
係
等
も
含
め
て
、
慎

重
に
検
討
し
て
参
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議 

員　

買
い
物
難
民
・
買

い
物
弱
者
対
策
を
、
地

域
公
共
交
通
の
取
組
と

一
緒
に
、
同
時
に
対
応

を
検
討
す
べ
き
と
思
う

の
で
す
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

建 

設
産
業
部
長　

ま
ず
は

現
在
利
用
可
能
な
交
通

手
段
を
利
用
し
て
い
た

だ
く
こ
と
で
、
地
域
に

根
づ
い
た
交
通
手
段
の

確
保
、
維
持
を
図
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議 

員　

市
内
・
市
外
問
わ

ず
、
市
職
員
が
、
ノ

ー
カ
ー
デ
ー
を
実
施
し
、

感
じ
た
も
の
を
地
域
の

公
共
交
通
の
取
組
に
生

か
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
が
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

市 

長　

ノ
ー
カ
ー
デ
ー
を

活
用
す
べ
き
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

草
場
満
彦
議
員（公

明
党
）

公
共
施
設
の
あ
り
方
に
つ

い
て 

　

	　

中
間
市
公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画
に
つ
い

て
、
計
画
の
目
的
、
今

後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、

進
捗
状
況
を
伺
い
ま
す
。

総 

務
部
長　

公
共
施
設
等

の
適
正
配
置
と
有
効

活
用
の
方
向
性
を
明
確

に
し
、
今
後
の
あ
り
方

に
つ
い
て
基
本
方
針
を

示
す
こ
と
を
目
的
と
し
、

中
間
市
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
で
す
が
、
２

カ
年
を
か
け
て
中
間
市

公
共
施
設
等
個
別
施
設

計
画
を
策
定
し
ま
す
。

議 

員　

公
共
施
設
の
保
有
、

運
用
に
つ
い
て
、
財
政

上
ど
う
あ
る
べ
き
か
と

い
う
議
論
が
先
だ
と
思

い
ま
す
が
、
い
か
が
で

す
か
。

総 

務
部
長　

今
後
の
個
別

施
設
計
画
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
財
政
上
ど

う
あ
る
べ
き
か
踏
ま
え

て
検
討
し
ま
す
。

議 

員　

計
画
策
定
に
要
す

る
期
間
が
４
年
間
と
な

り
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
的
に
あ
ま
り
に
も
遅

い
と
感
じ
ま
す
が
、
い

か
が
で
す
か
。

総 

務
部
長　

公
共
施
設
の

廃
止
・
集
約
・
複
合
化
・

用
途
転
用
な
ど
市
民
へ

の
影
響
が
大
き
い
こ
と

か
ら
慎
重
に
検
討
を
行

っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、

本
年
度
中
に
対
象
施
設

の
調
査
を
完
了
し
、
令

和
２
年
度
に
は
個
別
施

設
計
画
書
と
し
て
取
り

ま
と
め
を
行
い
ま
す
。

議 

員　

公
共
施
設
に
お
け

る
将
来
発
生
す
る
負
担

に
関
し
て
は
、
ど
の
よ

う
に
財
政
上
計
上
さ
れ

て
い
る
か
、
伺
い
ま
す
。

総 

務
部
長　

今
後
、
費
用

負
担
を
平
準
化
す
る
取

組
を
行
い
ま
す
。
現
在

作
成
し
て
い
る
固
定
資

産
台
帳
の
活
用
方
法
な

ど
を
研
究
し
、
新
た
な

公
会
計
制
度
を
取
り
入

れ
た
手
法
を
導
入
す
る

こ
と
に
よ
り
、
将
来
の

財
政
負
担
に
備
え
て
参

り
た
い
と
考
え
ま
す
。

議  

員　

固
定
資
産
台
帳
の

整
備
状
況
を
伺
い
ま
す
。

公 

共
施
設
管
理
室
長　

平

成
29
年
度
分
は
現
在
調

整
作
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

議 

員　

公
的
施
設
に
ど
の

く
ら
い
の
資
産
価
値
が

あ
り
、
施
設
に
対
し
て

ど
れ
ほ
ど
の
経
費
を
か

け
て
い
る
の
か
を
把
握

す
る
た
め
に
も
固
定
資

産
台
帳
を
公
表
す
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

総 

務
部
長　

完
成
し
た
財

務
諸
表
等
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
等
で
公
表
を
す
る

予
定
で
す
。
公
表
し
た

デ
ー
タ
を
、
類
似
団
体

等
と
比
較
す
る
こ
と
に

よ
り
本
市
で
不
足
し
て

い
る
部
分
な
ど
が
見
え

て
く
る
と
思
い
ま
す
の

で
、
今
後
、
活
用
し
て

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

梅
澤
恭
徳
議
員（黎

明
会
）

南校区の乗合タクシー
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【 

条
例 

】 

中
間
市
行
政
財
産
使
用
料
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

今
回
の
条
例
改
正
は
、
本
年
10

月
１
日
に
消
費
税
率
が
10
％
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
う
も
の

で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
市
内
の

各
施
設
の
使
用
料
の
額
や
乗
率
に

つ
い
て
、
消
費
税
法
に
規
定
す
る

消
費
税
率
に
相
当
す
る
乗
率
及
び

消
費
税
相
当
額
を
加
算
し
た
額
に

改
め
る
も
の
で
す
。

討
論
に
お
い
て
、
委
員
か
ら「
消

費
税
増
税
に
よ
る
経
済
的
な
マ
イ

ナ
ス
面
は
非
常
に
大
き
い
。
今
回

の
条
例
改
正
に
よ
り
経
済
的
に
疲

弊
す
る
の
は
、
行
政
以
上
に
市
民

で
あ
り
、
安
易
な
値
上
げ
は
す
る

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
か
ら

反
対
す
る
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

	

中
間
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

今
回
の
条
例
改
正
は
、
災
害
弔

慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
な

ど
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
貸
付
利

率
に
つ
い
て
、
年
３
％
を
、
保
証

人
が
あ
る
場
合
に
は
無
利
子
に
、

保
証
人
が
い
な
い
場
合
は
一
定
の

措
置
期
間
経
過
後
に
年
１
％
と
す

る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
償
還
方
法

に
つ
い
て
、
年
賦
、
半
年
賦
に
、

月
賦
を
加
え
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
、
公
布
の　

日
で
、
本
年
４
月
１
日
以
降
に
被

害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
係

る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
に
つ
い

て
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

	【 

条
例 

】 

中
間
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

今
回
の
条
例
改
正
は
、
法
人
市

民
税
の
法
人
税
割
額
を
見
直
す
も

の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
消
費
税

率
の
引
上
げ
が
、
平
成
29
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
元
年
10
月
１
日
に

延
期
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
法
人

税
割
額
の
税
率
を
「
11
・
９
％
」
か

ら
「
８
・
２
％
」
に
変
更
す
る
内
容

の
条
例
改
正
も
延
期
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
の
消
費
税
率
の
引

上
げ
時
期
に
合
わ
せ
、
法
人
税
割

額
の
税
率
を
国
の
制
限
税
率
内
で

０
・
２
％
引
上
げ
、「
８
・
４
％
」

と
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
、
令
和
元
年

10
月
１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

討
論
に
お
い
て
、
委
員
か
ら「
消

費
税
増
税
を
前
提
と
し
た
条
例
改

正
で
あ
り
、
中
小
企
業
に
と
っ
て

税
率
の
引
上
げ
は
更
な
る
負
担
と

な
る
こ
と
か
ら
反
対
す
る
」
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

中
間
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

今
回
の
条
例
改
正
は
、
消
費
税

率
10
％
へ
の
引
上
げ
に
伴
う
措
置

と
し
て
、
第
１
段
階
か
ら
第
３
段

階
ま
で
の
低
所
得
者
層
の
負
担
軽

減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た「
介

護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険

の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す

る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」

が
平
成
31
年
４
月
１
日
に
施
行
さ

れ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護
保

険
料
の
負
担
軽
減
措
置
と
し
て
、	

　

第
１
段
階
保
険
料
率
を
「
０
・

４
５
」
か
ら
「
０
・
３
７
５
」
に
、

保
険
料
を
年
額
で
「
３
万
２
０
５

９
円
」
か
ら
「
２
万
６
７
１
６
円
」

に
引
き
下
げ
、
ま
た
、
第
２
段
階

及
び
第
３
段
階
に
お
い
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
保
険
料
率
及
び
保
険
料

が
引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

所
得
の
少
な
い
方
に
対
し
て
、
負

担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て

い
ま
す
。

な
お
、施
行
日
は
、公
布
の
日
で
、

今
年
度
分
の
介
護
保
険
料
か
ら
適

用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

討
論
に
お
い
て
、
委
員
か
ら「
低

所
得
者
に
重
い
負
担
と
な
る
消
費

税
増
税
を
押
し
付
け
な
が
ら
軽
減

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
」
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

【 

補
正
予
算 

】

一
般
会
計

歳
入
に
つ
い
て
は
、
県
支
出
金

の
う
ち
、
幼
児
教
育
無
償
化
事
業

費
補
助
金	
１
１
４
０
万
円
が
追
加

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

歳
出
に
つ
い
て
は
、
民
生
費
の

児
童
福
祉
費
に
お
い
て
、
幼
稚
園
、

保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
の
利

用
料
無
償
化
に
対
応
す
る
た
め
、

保
育
所
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料
１

１
４
０
万
円
が
追
加
計
上
さ
れ
て

い
ま
す
。

討
論
に
お
い
て
、
委
員
か
ら「
幼

児
教
育
無
償
化
の
財
源
が
、
低
所

得
者
ほ
ど
重
い
負
担
と
な
る
消
費

税
増
税
頼
み
で
あ
る
こ
と
が
問
題

で
あ
る
。
ま
た
、
自
治
体
負
担
を

強
い
る
無
償
化
で
は
な
く
、
保
育

の
質
の
確
保
の
た
め
、
国
の
財
源

で
行
う
べ
き
で
あ
る
」
な
ど
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

【 

条
例 

】 

中
間
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

今
回
の
条
例
改
正
は
、
水
道
法

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
本
年
10
月

1
日
か
ら
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
の
指
定
に
5
年
ご
と
の
更
新

制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
も

の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
更
新
の

際
に
手
数
料
８
０
０
０
円
を
徴
収

す
る
更
新
手
数
料
を
新
設
す
る
も

総
合
政
策
委
員
会

委
員
会
報
告

6
月
定
例
会
で
各
常
任
委
員
長
が
報
告
し
た
審
査
内
容
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す
。

市
民
厚
生
委
員
会

産
業
消
防
委
員
会
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の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
、
令
和
元
年

10
月
1
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

【 

補
正
予
算 
】

一
般
会
計

歳
出
に
つ
い
て
は
、
商
工
費
に

お
い
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を

図
る
地
域
振
興
券
の
販
売
に
対
す

る
補
助
を
行
う
た
め
の
地
域
経
済

活
性
化
対
策
補
助
金
が
５
２
０
万

円
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

討
論
に
お
い
て
、
委
員
か
ら「
販

売
価
格
の
見
直
し
を
行
い
、
年
金

受
給
者
や
低
所
得
者
の
方
も
利
用

し
や
す
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

【 

そ
の
他 

】

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
購
入
に

つ
い
て

現
在
、
消
防
本
部
に
配
備
し
て

い
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
は
、
購

入
か
ら
26
年
が
経
過
し
、
車
両	

及

び
消
防
ポ
ン
プ
等
の
附
属
機
械
器

具
の
経
年
劣
化
に
よ
る
不
具
合
が

年
々
増
加
し
て
い
る
状
況
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
消
防
活
動
能
力
の
向

上
及
び
各
種
災
害
へ
の
的
確
な
対

応
を
図
る
た
め
に
最
新
の
機
械
器

具
を
装
備
し
た
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
を
購
入
す
る
も
の
で
す
。

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
購
入
に
係

る
請
負
契
約
に
つ
い
て
は
、
５
月

16
日
に
、
９
社
に
よ
る
指
名
競
争

入
札
が
行
わ
れ
、
株
式
会
社
ハ
ッ

セ
イ
が
３
９
２
０
万
４
０
０
０
円

で
落
札
し
、
同
日
付
け
で
同
社
と

仮
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

■点字・声の市議会だよりなかまを発行しています
　目が不自由な人に「市議会だよりなかま」を点字または朗読テープにしてお届けします。詳しくはお問い合わせください。
　［問合先］ 議会事務局　☎（246）6220

人
事
紹
介

《
敬
称
略
》

教
育
委
員
会
委
員

　

　

　

太
田　

か
お
り

今回購入する消防ポンプ自動車のイメージ

市議会会議録は閲覧ができます。
市議会だよりは、本会議の質問や答弁を要約して掲載していますので、詳しい内容は、
会議録をご覧ください。会議録は、議会事務局や情報公開コーナー、市民図書館で
閲覧することができます。また、中間市のホームページにも会議録を掲載しています。

次の定例会は、9月3日（火）から開催します。
議員の一般質問は9月5日（木）午前10時から行います。
本会議及び委員会の日程は決まり次第、中間市のホームページに掲載します。

議会の生中継を公共施設で行っています。

問合先：議会事務局 ☎２４６-６２２０  http://www.city.nakama.lg . jp

中央公民館、なかまハーモニーホール、地域交流センター、市立病院
※議会開催日が休館の施設では、中継は行っていません。
※市立病院での視聴は、病院利用者以外の方はご遠慮ください。

議会が中継される施設

市議会会議録

議会の生中継

次の定例会

一般質問の動画の閲覧ができます。
QRコード対応携帯端末をお持ちの方は、3月定例会において一般質問をした各議員の名前の
下に掲載しているQRコードを読み取ることで、一般質問の動画を閲覧することができます。


